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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年７月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月１５日 １２時４０分ごろ 

発生場所 北海道函館市恵山
え さ ん

岬北北西方沖 

 恵山岬灯台から真方位３４３°１２.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°００.９５′ 東経１４１°０６.０６′） 

事故調査の経過  平成２６年１０月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第十五北南
ほくなん

丸、１７９トン 

   １４１９３９、道南石油株式会社 

   ３９.３６ｍ（Lr）×７.３０ｍ×３.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２５年５月 

Ｂ 漁船 第五十八祐祥
ゆうしょう

丸、１６トン 

   ＨＫ２－２１１７１（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.４１ｍ（Lr）×４.４１ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和６２年２月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４６年２月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年４月２８日 

    免状有効期間満了日 平成３１年４月２７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年８月２６日 

    免許証交付日 平成２４年８月２９日 

           （平成３０年７月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 球状船首、船首外板及び左舷外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾の外板及びブルワークに破口、左舷船首及び左舷船尾防

舷材に欠損、左舷船首ハンドレールに曲損、船尾浮力材が脱落 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、平成２６年１０月１４日北海

道利尻
り し り

町沓形
くつがた

港を出港し、北海道室蘭市室蘭港に向かった。 



- 2 - 

 Ａ船は、１５日１１時４５分ごろ恵山岬沖で船長Ａが昇橋し、単独

で船橋当直に当たり、約１０.７ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で、自動操舵により北北西進した。 

 船長Ａは、操舵室の右舷前部で目視により見張りに当たっていたと

ころ、右舷船首方約３ＭにＢ船を視認し、その後、Ｂ船を右舷船首方

約０.７～０.８Ｍに見る状況となって、Ｂ船が小型の漁船でＡ船より

も速いように見えたので、Ｂ船がＡ船の前方を支障なく通過して行く

ものと思い、１２時３６分ごろ操舵室内の左舷後部にある流し台に移

動して昼食の後片付けとコーヒーの準備を始めた。 

 Ａ船は、同じ針路及び速力で北北西進中、船長Ａが元の場所に戻っ

て前方を見たとき、船首方至近にＢ船を認めたが、どうすることもで

きず、１２時４０分ごろ、恵山岬灯台から真方位３４３°１２.６Ｍ

付近で、その船首とＢ船の左舷船尾とが衝突した。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の左舷側を擦りながら離れて行くのを見て手

動操舵に切り替え、右回頭してＢ船の確認に向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、すけとうだら固定式刺し網漁

の操業を終え、帰港のため、北海道鹿部
し か べ

町鹿部漁港に向かった。 

 船長Ｂは、乗組員を船室等で休ませ、単独で船橋当直に当たり、レ

ーダーを８Ｍレンジで作動させ、約１０.０kn の速力で自動操舵によ

り西進した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、１２時２７分ごろ左舷船首方約２～３ＭにＡ船

を視認し、Ａ船が室蘭港方面に向かう商船で、その船首の向きを見

て、これまでの経験から、Ａ船の前方を約０.５Ｍ以上離して通過で

きるものと思い、その後右舷窓側にある椅子の前に立って、右舷前方

約０.５Ｍを先行する僚船に注意を向けながら西進中、Ａ船と衝突し

た。 

 船長Ｂは、左舷船尾付近からの「ドーン」という音と同時にＡ船に

押されて左回頭したことから、Ａ船と衝突したことに気付き、直ちに

機関を中立として損傷状況を確認したところ、左舷船尾に破口を生じ

て浸水していたことから、戻って来たＡ船に横着けした。 

 その後、Ｂ船はＡ船に横抱きされて鹿部漁港に戻り、Ａ船は海上保

安庁の指示により同漁港から函館港に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、昭和６３年にＡ船の所属会社に入社し、油タンカーに２

６年間船長として乗船しており、本事故当時、健康状態も良好であっ

た。 

 船長Ｂは、学校卒業後から家業の漁業を手伝い、昭和５２年に小型

船舶操縦士の免許を取得した後、刺し網漁船の船長として乗船してお
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り、本事故当時、健康状態も良好であった。 

 船長Ｂは、Ｂ船にモーターホーンが装備されていたが、本事故時を

含め、これまで汽笛信号を行ったことがなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、恵山岬北北西方沖を北北西進中、船長Ａが、右舷船首方に

Ｂ船を認めた際、Ｂ船がＡ船よりも速いように見えたので、Ｂ船がＡ

船の前方を通過すると思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていな

かったことから、Ｂ船と接近していることに気付かずに航行し、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、恵山岬北北西方沖を西進中、船長Ｂが、左舷船首方にＡ船

を認めた際、Ａ船の前方を約０.５Ｍ以上離して通過できるものと思

い、Ａ船に対する見張りを行っていなかったことから、Ａ船と接近し

ていることに気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、左舷船首方約２～３Ｍに相手船を視認した際、これまで

の経験から、Ｂ船がＡ船の前方を約０.５Ｍ以上離して通過できるも

のと思った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、恵山岬北北西方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が

西進中、船長Ａが、右舷船首方にＢ船を認めた際、Ｂ船がＡ船の前方

を通過すると思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行っておらず、ま

た、船長Ｂが、左舷船首方にＡ船を認めた際、Ｂ船がＡ船の前方を通

過できると思い、Ａ船に対する見張りを行っていなかったため、互い

に接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダー等で方位変化の有無を観察するなど、常時適切な見張り

を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 
 

 


